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７．承諾の条件 

（１）～（３）（省略） 

（４）当社は、申込者が当社との他のガス使用契約（すでに消滅しているものを含みます。）の料金をそれぞ
れのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できない

ことがあります。 

（５）（省略） 

 

８．ガスの使用開始日 
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたしま

す。なお、３（28）のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に 

至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。 
①（省略） 
② 引越し（転入）等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合（お客さまの申し込みにより、ガ

スメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び３６
（１）の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。）は、原則として、お客さまの希
望する日。 

 

９（省略） 

 

１０．ガス使用契約の解約 
（１）引越し（転出）等の理由による解約 

①（省略） 

② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかに
ガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置（メーターガ
ス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。）をとることがあ

ります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止
したと認められる時点で、すでに３５（１）の規定によりガスの供給を停止している場合には、その
停止した日に解約があったものといたします。 

（２）～（３）（省略） 

（４）当社は、３５（１）の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までに
その理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解

約を予告する日と解約する日との間に１５日間程度及び５日間程度（休日を含みます。）の日数をおいて
少なくとも２回予告いたします。 

 

１１（省略） 

 

Ⅲ ガス工事 

 

１２～１５（省略） 
 

Ⅳ 検針及び使用量の算定 
１６．検針 
（１）（省略） 

（２）当社は、（１）の定例検針日以外に次の日に検針を行います。 
①～②（省略） 
③ ３５の規定によりガスの供給を停止した日 

④ ３６（１）の規定によりガスの供給を再開した日 
⑤～⑦（省略） 

（３）～（６）（省略） 

 

 
変更 

 
 
 

 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
７．承諾の条件 

（１）～（３）（省略） 

（４）当社は、申込者が当社との他のガス使用契約（すでに消滅しているものを含みます。）の料金その他の
債務をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを

承諾できないことがあります。 

（５）（省略） 

 

８．ガスの使用開始日 
当社は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたしま

す。なお、３（28）のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に

至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。 
①（省略） 
② 引越し（転入）等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合（お客さまの申し込みにより、ガ

スメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び３７
（１）の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。）は、原則として、お客さまの希
望する日。 

 

９（省略） 

 

１０．ガス使用契約の解約 
（１）引越し（転出）等の理由による解約 

①（省略） 

② お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかに
ガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置（メーターガ
ス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。）をとることがあ

ります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止
したと認められる時点で、すでに３６（１）の規定によりガスの供給を停止している場合には、その
停止した日に解約があったものといたします。 

（２）～（３）（省略） 

（４）当社は、３６（１）の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までに
その理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解

約を予告する日と解約する日との間に１５日間程度及び５日間程度（休日を含みます。）の日数をおいて
少なくとも２回予告いたします。 

 

１１（省略） 

 

Ⅲ ガス工事 

 

１２～１５（省略） 
 

Ⅳ 検針及び使用量の算定 
１６．検針 
（１）（省略） 

（２）当社は、（１）の定例検針日以外に次の日に検針を行います。 
①～②（省略） 
③ ３６の規定によりガスの供給を停止した日 

④ ３７（１）の規定によりガスの供給を再開した日 
⑤～⑦（省略） 

（３）～（６）（省略） 
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１７（省略） 

 

１８．使用量の算定 
― 検針日及び料金算定期間 ― 

（１）～（２）（省略） 
（３）（１）の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。 

①（省略） 

② ８②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は３６（１）の規定によりガスの供給を再開し
た場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間 

③ ３５（１）の規定によりガスの供給を停止した日に３６（１）の規定によりガスの供給を再開し

た場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間 
（４）～（11）（省略） 

（12）当社は、３３(３)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第５の算式により使用量を算定

いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。 

 

１９（省略） 

 

Ⅴ 料金等 
 

２０．料金の適用開始 
料金は、８のガスの使用開始日又は３６（１）の規定により供給を再開した日から適用いたします。 

 

２１．支払期限 
（１）お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日（以下「支払義務発生日」

といいます。）に発生いたします。 

①～③（省略） 
（２）～（３）（省略） 
 

２２．料金の算定及び申し受け 
（１）～（３）（省略） 

（４）当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の税抜料金を日割計算により算

定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が３６日以上となった場合を除きます。 
①～③（省略） 
④ ３５（１）の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が２９日以下又は３６日以上

となった場合（１６（５）により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものと
した場合を除きます。） 

⑤ ３６の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が２９日以下又は３６日以上となっ

た場合（１６（５）により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場
合を除きます。） 

⑥ ３４（１）の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日ま

でにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなか
った場合には、料金はいただきません。 

（５）～（８）（省略） 

 

２３（省略） 

 

 

 

 

 

 
 

 
変更 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

変更 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
１７（省略） 

 

１８．使用量の算定 
― 検針日及び料金算定期間 ― 

（１）～（２）（省略） 

（３）（１）の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。 
①（省略） 

② ８②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は３７（１）の規定によりガスの供給を再開し
た場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間 

③ ３６（１）の規定によりガスの供給を停止した日に３７（１）の規定によりガスの供給を再開し

た場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間 
（４）～（11）（省略） 

（12）当社は、３４(３)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第５の算式により使用量を算定

いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。 

 
１９（省略） 

 

Ⅴ 料金等 

 

２０．料金の適用開始 
料金は、８のガスの使用開始日又は３７（１）の規定により供給を再開した日から適用いたします。 

 

２１．支払期限 
（１）お客さまにお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日（以下「支払義務発生日」

といいます。）に発生いたします。 

①～③（省略） 
（２）～（３）（省略） 
 

２２．料金の算定及び申し受け 
（１）～（３）（省略） 

（４）当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の税抜料金を日割計算により算

定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が３６日以上となった場合を除きます。 
①～③（省略） 
④ ３６（１）の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が２９日以下又は３６日以上

となった場合（１６（５）により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものと
した場合を除きます。） 

⑤ ３７の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が２９日以下又は３６日以上となっ

た場合（１６（５）により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場
合を除きます。） 

⑥ ３５（１）の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日ま

でにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなか
った場合には、料金はいただきません。 

（５）～（８）（省略） 

 

２３（省略） 
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２４．料金の精算等 

（１）～（２）（省略） 
（３）当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、３３（２）

で定める標準熱量より２パーセントを超えて低い場合には、別表第９の算式により算定した金額に消費 

税等相当額を加えたものをその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果１円未満の端数が
生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。 

 

２５（省略） 

 

２６．料金又は延滞利息の支払方法 

（１）料金又は延滞利息（３０の規定による延滞利息をいい、以下同様とします。）は、口座振替、クレジッ
トカード払い又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。 

（２）３６（１）①及び②に規定する料金又は延滞利息は、払込みの方法によりお支払いいただきます。 

（３）クレジットカード払いの方法によりお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から
当社への支払いがなされなかった料金又は延滞利息は、原則として払込みの方法によりお支払いいただき
ます。 

 
２７－１．料金又は延滞利息の口座振替 
（１）料金又は延滞利息を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関と

いたします。 
（２）お客さまは、料金又は延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関

所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。 

（３）料金又は延滞利息の口座振替日は、当社が指定した日といたします。 
（４）料金又は延滞利息の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了

するまでは料金又は延滞利息を、すでにガスをお使いのお客さまは口座振替申し込み時点の支払方法であ

るクレジットカード払い又は払込みの方法で、新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法
でお支払いいただきます。 

 

２７－２．料金又は延滞利息のクレジットカード払い 
（１）お客さまは、料金又は延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社が指定したク

レジットカード会社とお客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさ

せる方法によりお支払いいただきます。 
（２）お客さまは、料金又は延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書

又はクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んで

いただきます。 
（３）料金又は延滞利息の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジッ

トカード払いの手続が完了するまでは料金又は延滞利息を、すでにガスをお使いのお客さまはクレジット

カード払い申し込み時点の支払方法である口座振替又は払込みの方法で、新たにガスの使用を申し込まれ
たお客さまは払込みの方法でお支払いいただきます。 

 

２８．料金又は延滞利息の払込み 
お客さまは、料金又は延滞利息を払込みの方法で支払われる場合は、当社で作成した払込書又は当社が指

定した債権回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所

でお支払いいただきます。 
①～②（省略） 

 

 
 
 

 

 
変更 

 
 
 

 
 
 

 
 

変更 

 
 
 

 
 
 

 
変更 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
２４．料金の精算等 

（１）～（２）（省略） 
（３）当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、３４（２）

で定める標準熱量より２パーセントを超えて低い場合には、別表第９の算式により算定した金額に消費

税等相当額を加えたものをその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果１円未満の端数が
生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。 

 

２５（省略） 
 

２６．料金等の支払方法 

（１）料金、３０に規定する延滞利息及び３３に規定する帳票発行手数料（以下「料金等」といいます。）は、
口座振替、クレジットカード払い又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。 

（２）３７（１）①及び②に規定する料金等は、払込みの方法によりお支払いいただきます。 

（３）クレジットカード払いの方法によりお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から
当社への支払いがなされなかった料金等は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。 

 

 
２７－１．料金等の口座振替 
（１）料金等を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたしま

す。 
（２）お客さまは、料金等を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の方法又は金融機関所定の申込書

等によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。 

（３）料金等の口座振替日は、当社が指定した日といたします。 
（４）料金等の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは

料金等を、すでにガスをお使いのお客さまは口座振替申し込み時点の支払方法であるクレジットカード

払い又は払込みの方法で、新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法でお支払いいただ
きます。 

 

２７－２．料金等のクレジットカード払い 
（１）お客さまは、料金等をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社が指定したクレジットカ

ード会社とお客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法に

よりお支払いいただきます。 
（２）お客さまは、料金等をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の方法又はクレジッ

トカード会社所定の申込書等によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきま

す。 
（３）料金等の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払

いの手続が完了するまでは料金等を、すでにガスをお使いのお客さまはクレジットカード払い申し込み

時点の支払方法である口座振替又は払込みの方法で、新たにガスの使用を申し込まれたお客さまは払込
みの方法でお支払いいただきます。 

 

２８．料金等の払込み 
お客さまは、料金等を払込みの方法で支払われる場合は、当社で作成した払込書又は当社が指定した債権

回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払い

いただきます。 
①～②（省略） 
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２９．料金又は延滞利息の当社への支払日 

（１）当社は、お客さまが料金又は延滞利息を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き
落とされた日に当社に対するお支払いがなされたものといたします。 

（２）当社は、お客さまが料金又は延滞利息をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジット

カード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対するお支払いがなされたものといたします。 
（３）当社は、お客さまが料金又は延滞利息を金融機関等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等

に払い込まれた日に当社に対するお支払いがなされたものといたします。 

 

３０．延滞利息 
（１）～（３）（省略） 

（４）延滞利息の支払義務は、３１及び３５（１）①の適用にあたっては、（３）の規定に基づきあわせてお
支払いいただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。 

（５）（省略） 

 

３１．料金又は延滞利息の支払順序 
料金又は延滞利息（この供給約款に基づかない当社とのガスの供給及び使用に関する契約の料金を含み

ます。）は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 
 
３２．料金以外の費用の支払方法 

料金以外の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれか
の場所でお支払いいただきます。 

①～②（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ  供  給 

 

３３．供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 
（１）～（４）（省略） 

 

３４．供給又は使用の制限等 
（１）当社は、次の事由のいずれかに該当するときは、ガスの供給を制限若しくは中止をすること、又はガス

の使用の制限若しくは中止をしていただく場合があります。 
① お客さまが４３に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合 
② お客さまが、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合 

③ お客さまが、３８、４０、及び４１の保安に係る当社への協力又は責任の規定に違反した場合 
④～⑪（省略） 

 

 
 
 

 

 
変更 

 
 
 

 
 
 

 
変更 
 

 
 
 

 
変更 
 

 
 

変更 

 
 
 

 
追加 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
変更 
 

 
変更 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
２９．料金等の当社への支払日 

（１）当社は、お客さまが料金等を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた
日に当社に対するお支払いがなされたものといたします。 

（２）当社は、お客さまが料金等をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社

から当社に対する立替払いがされた日に当社に対するお支払いがなされたものといたします。 
（３）当社は、お客さまが料金等を金融機関等で払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等に払い込
まれた日に当社に対するお支払いがなされたものといたします。 

 
３０．延滞利息 
（１）～（３）（省略） 

（４）延滞利息の支払義務は、３１及び３６（１）①の適用にあたっては、（３）の規定に基づきあわせてお
支払いいただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。 

（５）（省略） 

 

３１．料金等の支払順序 
料金等（この供給約款に基づかない当社とのガスの供給及び使用に関する契約の料金を含みます。）は、

支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。 
 
３２．料金等以外の費用の支払方法 

料金等以外の費用については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれ
かの場所でお支払いいただきます。 

①～②（省略） 

 
３３．帳票発行手数料 
（１）当社は、お客さまが料金等を払込みの方法で支払われる場合で、かつ、当社が払込書を発行した場合は、

原則として、（２）に定める帳票発行手数料をお客さまに請求いたします。なお、帳票発行手数料は、原
則として、当月の料金等とあわせてお支払いいただきます。 
ただし、新たにガスの使用を開始した日から初めての定例検針日までの間に発生する料金等に対する 

払込書につきましては、帳票発行手数料は請求いたしません。 
（２）帳票発行手数料は、次のとおりといたします。 

 

 

 

Ⅵ  供  給 

 

３４．供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 
（１）～（４）（省略） 

 

３５．供給又は使用の制限等 
（１）当社は、次の事由のいずれかに該当するときは、ガスの供給を制限若しくは中止をすること、又はガス

の使用の制限若しくは中止をしていただく場合があります。 
① お客さまが４４に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合 
②（省略） 

③ お客さまが、３９、４１、及び４２の保安に係る当社への協力又は責任の規定に違反した場合 
④～⑪（省略） 

 

 
 
 

 

１料金の算定期間および１通につき 
２２０円（税込） 

２００円（税抜） 
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（２）当社は、３３（２）に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び（１）の規定によりガスの供給の

制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限り
その旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいた
します。 

 
３５．供給停止 
（１）（省略） 

① 支払義務発生日の翌日から起算して５０日（支払義務発生日の翌日から起算して５０日目が休日の
場合は、その直後の休日でない日）を経過してもなお料金又は延滞利息のお支払いがない場合 

② 当社との他のガス使用契約（すでに消滅しているものを含みます。）の料金又は延滞利息について

①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合 
③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金又は延滞利息以外の債務について、お支払いがない
場合 

④ ４３各号に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合 
⑤～⑥（省略） 
⑦ ４０（５）及び４１（４）の規定に違反した場合 

⑧（省略） 
（２）（省略） 
 

３６．供給停止の解除 
（１）３５（１）の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当するこ

とを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 

なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理
人に立ち会っていただきます。 
① ３５（１）①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金及び延滞利息

を支払われた場合 
② ３５（１）②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約（すでに消滅してい
るものを含みます。）の料金及び延滞利息でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料

金及び延滞利息を支払われた場合 
③ ３５（１）③、④、⑤、⑥、⑦又は⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実
を解消し、かつ、当社に対してお支払いを要することとなった債務を支払われた場合 

（２）３５（２）の規定により供給を停止した場合は、お客さまが新たなガス小売供給契約（最終保障供給契
約を含みます。）を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されます。 

（３）（省略） 

 
３７．供給制限等の賠償 

当社が１０(４)、３４又は３５の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止

をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任
を負いません。 

 

Ⅶ 保 安 
 
３８．供給施設の保安責任 

（１）～（４） 
 

３９．周知及び調査義務 

（１）～（５）（省略） 
 
 

 
変更 

 
 
 

 
変更 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
変更 
 

 
 
 

 
 

変更 

 
 

変更 

 
 
 

 

 
（２）当社は、３４（２）に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び（１）の規定によりガスの供給の

制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限り
その旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいた
します。 

 

３６．供給停止 
（１）（省略） 

① 支払義務発生日の翌日から起算して５０日（支払義務発生日の翌日から起算して５０日目が休日の
場合は、その直後の休日でない日）を経過してもなお料金等のお支払いがない場合 

② 当社との他のガス使用契約（すでに消滅しているものを含みます。）の料金等について①の事実が

あり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合 
③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金等以外の債務について、お支払いがない場合 
 

④ ４４各号に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合 
⑤～⑥（省略） 
⑦ ４１（５）及び４２（４）の規定に違反した場合 

⑧（省略） 
（２）（省略） 
 

３７．供給停止の解除 
（１）３６（１）の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当するこ

とを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 

なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理
人に立ち会っていただきます。 
① ３６（１）①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金等を支払われ

た場合 
② ３６（１）②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約（すでに消滅してい
るものを含みます。）に基づく支払期限日が到来した全ての料金等を支払われた場合 

 
③ ３６（１）③、④、⑤、⑥、⑦又は⑧の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実
を解消し、かつ、当社に対してお支払いを要することとなった債務を支払われた場合 

（２）３６（２）の規定により供給を停止した場合は、お客さまが新たなガス小売供給契約（最終保障供給契
約を含みます。）を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されます。 

（３）（省略） 

 

３８．供給制限等の賠償 
当社が１０(４)、３５又は３６の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止

をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任
を負いません。 

 

Ⅶ 保 安 
 
３９．供給施設の保安責任 

（１）～（４）（省略） 
 

４０．周知及び調査義務 

（１）～（５）（省略） 
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４０．保安に対するお客さまの協力 
（１）～（２）（省略） 
（３）お客さまは、３８（３）及び３９（２）のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基

準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 
（４）（省略） 
（５）当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは３３（２）に規定する

ガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。 
（６）～（７）（省略） 
 

４１．お客さまの責任 
（１）お客さまは、３９（１）の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用

していただきます。 

（２）～（３）（省略） 
（４）お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全

ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 

①～②（省略） 
③ ３３（２）に規定する供給ガスに適合するものであること 
④～⑤（省略） 

（５）（省略） 
 
４２．供給施設等の検査 
（１）～（４）（省略） 

 
Ⅷ その他 

 
４３．使用場所への立ち入り 

当社は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施

設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入るこ
とを承諾していただきます。 
なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。 

①～④（省略） 
⑤ ３４又は３５の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業 
⑥～⑦（省略） 

 
付 則 
 

１．この供給約款の実施期日 
この供給約款は、２０２２年７月１日から実施します。 

 

２（省略） 
 
３．この供給約款の実施に伴う切り替え措置 

当社は、２０２２年７月１日から２０２２年７月３１日までに支払義務が発生するものについては、こ
の供給約款の変更前の一般ガス供給約款（２０１９年１０月１日実施）に基づき料金を算定するものとい
たします。 

 
 
 

 
 

 
変更 

 
 
 

 
 
 

 
 

変更 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
変更 
 

 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

変更 

 
 
 

 
変更 
 

 
 
 

 
 
 

 

４１．保安に対するお客さまの協力 
（１）～（２）（省略） 
（３）お客さまは、３９（３）及び４０（２）のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基

準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。 
（４）（省略） 
（５）当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは３４（２）に規定する

ガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。 
（６）～（７）（省略） 
 

４２．お客さまの責任 
（１）お客さまは、４０（１）の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用

していただきます。 

（２）～（３）（省略） 
（４）お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全

ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 

①～②（省略） 
③ ３４（２）に規定する供給ガスに適合するものであること 
④～⑤（省略） 

（５）（省略） 
 
４３．供給施設等の検査 
（１）～（４）（省略） 

 
Ⅷ その他 

 
４４．使用場所への立ち入り 

当社は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施

設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入るこ
とを承諾していただきます。 
なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。 

①～④（省略） 
⑤ ３５又は３６の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業 
⑥～⑦（省略） 

 
付 則 
 

１．この供給約款の実施期日 
この供給約款は、２０２４年１２月１日から実施します。 

 

２（省略） 
 
３．この供給約款の実施に伴う切り替え措置 

当社は、２０２４年１２月１日から２０２４年１２月３１日までに支払義務が発生するものについては、
この供給約款の変更前の一般ガス供給約款（２０２２年７月１日実施）に基づき料金等を算定するものと
いたします。 
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一般ガス供給約款 / 別表 

 
（別表第１）（省略） 

 

（別表第２）本支管工事費の当社の負担額 
（１）～（２）（省略） 

（３）３３（３）の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の当社負担額は、（１）又は（２）

により算定された金額に、次の係数を乗じた金額といたします。 
＜係数＞  

最高圧力が０．１メガパスカル以上０．３メガパスカル未満の場合・・・・・・ ２ 

最高圧力が０．３メガパスカル以上１．０メガパスカル未満の場合・・・・・・ ４ 
 
（別表第３～第８）（省略） 

 
（別表第９）標準熱量より２パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 

             Ｆ×（Ｃ－Ａ） 
 Ｄ＝─────────                                                   

                Ｃ 
（備 考） 

Ｄ＝ ２４(３)の規定により算定する金額 

Ｆ＝ ２２の規定により算定した従量料金  
Ｃ＝ ３３(２)に規定する標準熱量 
Ａ＝ ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値 

 
（別表第１０）（省略） 

 
 

 
 
 

変更 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
変更 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
一般ガス供給約款 / 別表 

 
（別表第１）（省略） 

 

（別表第２）本支管工事費の当社の負担額 
（１）～（２）（省略） 

（３）３４（３）の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の当社負担額は、（１）又は（２）

により算定された金額に、次の係数を乗じた金額といたします。 
＜係数＞  

最高圧力が０．１メガパスカル以上０．３メガパスカル未満の場合・・・・・・ ２ 

最高圧力が０．３メガパスカル以上１．０メガパスカル未満の場合・・・・・・ ４ 
 
（別表第３～第８）（省略） 

 
（別表第９）標準熱量より２パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 

             Ｆ×（Ｃ－Ａ） 
 Ｄ＝─────────                                                   

                Ｃ 
（備 考） 

Ｄ＝ ２４(３)の規定により算定する金額 

Ｆ＝ ２２の規定により算定した従量料金  
Ｃ＝ ３４(２)に規定する標準熱量 
Ａ＝ ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値 

 
（別表第１０）（省略） 

 


